
054 コードリール 
 

定格電圧 100V 以上 300V 以下、定格電流 50A 以下、極数 5 極以下、交流の

電路に使用するものに限り、防爆型、油入型を除く 
 
【一般呼称の例】 電源ドラム、電工ドラム 
 

  
 
「コードリール」とは、電源電線を収納する巻取り機構を有し、当該機構又は

電源電線の先端部に接続器が付属されるものをいう。（範囲等の解釈 二３．３

（１４）） 
 
【混同しやすい電気用品】 
延長コードセット、マルチタップ 

 
 
  




